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・道路橋の現況

・維持費管理費の増大

・道路橋の長寿命化修繕計画

・技術支援



道路橋の現況



近畿地方整備局管内の橋梁数

近畿地方整備局管内の号線別橋梁数

その他路線, 770橋

国道29号, 132橋

国道171号, 138橋

国道42号, 244橋

国道161号, 264橋

国道1号, 268橋 国道27号, 270橋

国道2号, 365橋

国道9号, 372橋

国道24号, 395橋

国道8号, 412橋

道路延長(km) 橋梁数（橋） 橋梁数/10km
福井県 196.5 350 18
滋賀県 264.5 727 27
京都府 273.8 525 19
大阪府 203.4 256 13
兵庫県 455.7 1,067 23
奈良県 149.6 339 23
和歌山県 296.3 366 12
合計 1839.8 3,630 20

（平成21年4月1日現在）

（平成21年4月1日現在）

路線名 延長（km） 橋梁数 路線名 延長（km） 橋梁数
国道1号 142.7 268 国道42号 222.9 244
国道2号 130.8 365 国道43号 29.9 100
国道8号 186.4 412 国道161号 102 264
国道9号 176.6 372 国道163号 28.6 46
国道21号 12.3 59 国道165号 23.2 49
国道24号 176 395 国道171号 54.9 138
国道25号 77.2 68 国道175号 60 116
国道26号 75.2 99 国道176号 24.7 44
国道27号 140.9 270 国道478号 5.7 14
国道28号 56.5 106 国道481号 1.6 2
国道29号 68.5 132 国道483号 31.8 67

計 3630

近畿地方整備局では、管内の橋長2m以上の道路橋3,630橋を管理。



橋種別の橋梁数

床版橋, 1,827

桁橋, 1,862

ラーメン橋, 38

アーチ橋, 27

トラス橋, 8

斜張橋, 1

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

橋梁数
（橋）

延長
（ｍ）

882 99,912.7 1,349 13,222.6 1,202 59,693.7 197 75,364.7 3,630 248,193.7

鋼橋 ＰＣ橋 混合橋 管理橋梁　合計ＲＣ橋

構造形式 床版橋 桁橋 ラーメン橋 アーチ橋 トラス橋 斜張橋 合　　計

橋 梁 数 1,827 1,862 38 27 8 1 3,763

PC橋
33%

RC橋
38%

鋼橋
24%

混合橋
5%

橋梁の現況（構造形式別）

注）混合橋とは1橋に複数の橋種(PC橋/鋼橋，PC橋/RC橋など)が含まれるものをいう。

注）1橋に複数の構造形式が存在するため、管理橋梁数と構造形式別橋梁数の合計は一致しない。

橋梁種別の内訳 構造形式別の内訳

橋梁の現況（橋梁種別）



建設年次別の橋梁数

近畿地方整備局管内　橋梁架設数の推移
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注１）架設年不明橋梁が存在するため、橋梁数と累計が一致しない。

大阪万博

花博
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近畿地方整備局が管理する道路橋（3,630橋）のうち、全体の約３割にあたる約

 1,100橋が、1950年代半ばから1970年代初め頃にかけての高度経済成長期に

 建設。

近畿地方整備局管内　橋梁架設数の推移
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注１）架設年不明橋梁が存在するため、橋梁数と累計が一致しない。
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橋梁の高齢化

近畿地方整備局管内において建設後50年を超える橋梁数の全管理橋梁数に占

 める割合は、現在の12%から20年後には約60%まで急激に増加。
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内５０年以上経過（直轄国道）



・直轄国道では、供用後２年以内に初回点検を実施し、２回目以降は５年に１回の頻度で
定期的に点検を実施。

損傷の種類

鋼の腐食や亀裂、コンクリートのひびわ

 
れ、路面の凸凹など、２６種類に分類。

結果の記録

点検調書・橋梁管理カルテを作成し蓄積する。

点検の頻度

橋梁点検車を使った橋梁点検

点検の方法

近接目視を主に、必要に応じて簡易な

点検機械・器具を用いることを基本とする。

対策区分の判定
損傷状況を把握したうえで、構造上の部材区分毎、損傷種類毎の対策区分について判定を

行う。（７段階評価）

Ａ：損傷なし

 

Ｂ：状況に応じて要補修

 

Ｃ：速やかに補修

Ｅ１：緊急対応（構造上）

 

Ｅ２：緊急対応（第三者等被害）

 

Ｍ：維持工事対応

 

Ｓ：詳細調査

２年以内２年以内 ５年以内５年以内
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＜定期点検の概要＞
①点検

近接目視による、
・損傷状況の把握
・損傷程度の評価

②検査
点検結果及び現地検査による、

・損傷程度、対策区分の判定
・損傷原因の特定

③点検結果の記録

④補修

補修結果
の記録

なし
Ｃ、Ｅ判定

あり

⑤登録・蓄積（ベータベース）

直轄国道の橋梁点検



万博開催前後に架設された橋梁を中心に、コンクリートの剥離・鉄筋露出等の損傷が生じ始めている

海岸沿いの厳しい条件下にある橋梁では、塩害※による損傷が著しいところもある

年代別損傷橋梁数
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※海からの飛沫塩分などに含まれる塩化物イオンがコンクリート内に入ることにより、

 

鉄筋が腐食・膨張し、コンクリートにひびわれや剥離を生じさせる現象

対策区分別の内訳（H20年度末時点）

S
13%

M
0%

A
1%

B
50%C

36%

対策区分 判定の内容
A 損傷が軽微で、補修を行う必要がない
B 状況に応じて補修を行う必要がある
C 速やかに補修を行う必要がある
E 安全性の観点から、緊急対応が必要である
M 維持工事で対応が必要である
S 詳細調査が必要である

H20年度末時点で点検済みの橋梁のうち、約36％が「対策区分Ｃ」と判定されている

Ｃ判定の橋梁は、部材の機能や、安全率の低下が著しいため、早期に修繕を実施する必要がある

橋梁の損傷状況



橋梁の損傷原因

対策区分Ｃ（主要部材）の損傷原因内訳）

その他（防水・排水工不
良）, 621, 31%

その他（製作・施工不
良）, 560, 28%

塩害, 95, 5%

中性化, 20, 1%

材料劣化, 74, 4%

アルカリ骨材反応, 55, 3%

凍害, 1, 0%
不明, 45, 2%

疲労, 101, 5%

鳥のふん害, 4, 0%

その他の原因, 48, 2%

その他（洗掘・浸食）, 10,
1%

その他（想定外の荷重）,
40, 2%

その他（地震）, 2, 0%
その他（品質の経年劣

化）, 194, 10%

その他（乾燥収縮・温度
応力）, 10, 1%

その他（構造形式・形状
不良）, 72, 4%

その他（衝突）, 15, 1%

※損傷を発見した箇所のうち、原因が明らかなものを集計。



橋梁の損傷原因（三大損傷の路線別内訳）

疲　　　労

1号, 19箇所, 11%

2号, 11箇所, 6%

8号, 24箇所, 13%

9号, 19箇所, 11%

21号, 9箇所, 5%

24号, 17箇所,
10%

25号, 1箇所, 1%

26号, 2箇所, 1%

27号, 8箇所, 4%

29号, 1箇所, 1%

42号, 12箇所, 7%

43号, 45箇所,
25%

161号, 1箇所, 1%

171号, 9箇所, 5%

塩　　　害

42号, 162箇所,
73%

28号, 18箇所,
8%

8号, 16箇所, 7%

2号, 25箇所,
11%

アルカリ骨材反応

2号, 34箇
所, 53%

26号, 30
箇所, 47%

※損傷を発見した箇所のうち、原因が明らかなものを集計。



橋梁の損傷事例
国道４２号

 

古座大橋（

 

1969年架設）
速やかに補修する必要がある橋梁（Ｃ）

国道２５号

 

山添橋（

 

1965年架設）
安全性の観点から、緊急対応を実施（Ｅ）

コンクリート主桁の

 

ひびわれ

断面欠損

国道１号 白川橋（

 

1960年架設）
安全性の観点から、緊急対応を実施（Ｅ）

分配横桁

Ｇ１桁

大阪

亀裂Ｇ２桁

Ｇ３桁

床版裏面

剥離、鉄筋露出

国道２号 武庫大橋（

 

1926年架設）
速やかに補修する必要がある橋梁（Ｃ）

H17交通量：約

 

23,400台/日
（大型車混入率

 

35.8%）

H17交通量：約

 

57,100台/日
（大型車混入率

 

45.6%）

H17交通量：約

 

33,700台/日
（大型車混入率

 

8.4%）

H17交通量：約

 

6,300台/日
（大型車混入率

 

8.0%）



損傷箇所① 損傷箇所②

①国道１号

 

白川橋

 

架設後49年

損傷箇所②

損傷箇所①

橋梁の損傷事例

①国道１号

 
白川橋 （架設後49年）

平成19年6月

 
橋梁点検時に、P1、P2支点

 
上の垂直材下端部周辺に

 
著しい腐食、孔食、亀裂及

 
び座屈状態が発見された。

ベント

緊急対策として、
・ベントによる仮受け支持
・座屈した端支柱の緊急補修
を実施。



②国道25号

 
山添橋 （

 
架設後38年）

主桁
クラック

舗装損傷位置

主桁の裏面

G2桁

ガセット
プレート

上面
L=1.1m程度

写真①

写真⑤写真④

写真③

写真②

上面

L=1.1m程度

橋梁の損傷事例

平成18年10月

 
橋梁点検時に主桁において貫通

 
亀裂を発見。

緊急で通行止めを実施し、
・亀裂先端部へのストップ

ホール
・亀裂部のあて板
・下フランジ部にH鋼補強

を実施



近畿管内府県別管理橋梁（１５ｍ以上）
Ｈ２２．４月時点

 708
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（５,６４３）

（１,９９５）

（２,４９３）

地方公共団体

道路総延長(Km)

10キロ当り橋梁数（橋/10Km)

11,333.6

1.46

12,745.1

1.45

12,424.7

1.83

13,640.4

1.83

31,362.9

1.80

12,200.3

1.64

13,798.6

1.81



近畿管内通行規制等の状況（１５ｍ以上）

通行規制
76橋

通行止め
 9橋

※災害による通行止め、通行規制は除く。



管理者毎・橋長別の橋梁数割合（奈良県）

一 般 道 路

近 畿 管 内 橋 梁 奈 良 県 内 橋 梁

箇所率(％) 箇所率 (％)15m以上30m未満

30m以上100m未満

100m以上

29.5%

45.7%

61.1%

52.8%

31.5%

38.7%

33.9%

35.5%

39.0%

15.8%

5.1%

11.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

51.4%

55.4%

47.5%

28.2%

38.3%

39.3%

39.3%

20.5%

10.4%

5.4%

13.2%

51.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

国管理

一般国道〈直轄〉

府県・政令市管理

一般国道〈補助〉

都道府県道

市町村道

市町村道（市町村管理）

※一般有料道路及び阪神高速道路はそれぞれの本来管理者に含める。



床版橋,
315橋

桁橋,
1,599橋

トラス橋,
54橋

アーチ橋,
48橋

ﾗｰﾒﾝ橋,
39橋

斜張橋,
1橋 吊橋,

89橋

近畿管内構造形式別橋梁の現況

吊橋,
287橋

斜張橋,
 43橋

ﾗｰﾒﾝ橋,
333橋アーチ橋,

264橋

トラス橋,
268橋

桁橋,
15,171橋

床版橋,
3,009橋

近畿管内橋梁全体 奈良県管内橋梁

【道路統計年報２００９より】
※一般有料道路及び阪神高速道路はそれぞれの本来管理者に含める。



維持管理費の増大



維持管理・更新費の推計（平成２１年度国土交通省試算）

出典：国土交通白

 

書



道路橋の長寿命化修繕計画



維持・管理の今後の方向性

◆
 

解決の方向性
 「ライフサイクルコスト縮減」と「管理の合理化」

◆現状

・膨大な道路資産

・それらの確実な高齢化

・各種損傷の発生

◆前提

・限られた予算と人員



基本概念
○

 
膨大な資産情報の鳥瞰

○
 

時間とともに変化（放置すると減少）する価値の評価
○

 
投資効果（orリスク）のコントロール戦術

一般的には、
預金、株式、債権などの個人の金融

 資産をリスク、収益性などを勘案して、

 資産価値を最大化するための活動
←

 
将来金利、物価、etc

社会資本（道路）では、
不可避な劣化等による機能・健全度の低

 下を勘案して、維持管理コストの低減、事故

 や機能障害リスクを最小化するための活動
←

 
劣化、損傷、陳腐化

・何もしないと、一般には、価値は目減り

アセット
マネジメント

資
産
価
値

時間

性
能

Ｌ
Ｃ
Ｃ

期間

期間

アセット・マネジメントの概念



損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施
橋の架け替えのサイクルも短い（平均60年）

コンクリートのひびわれが深刻 コンクリートの修繕

事後保全

予防保全 点検により、コンクリートに
軽微なひびわれを発見

きちんと点検し、損傷が深刻化する前に修繕を実施
橋の架け替えのサイクルも長くなる（平均100年）

下面に炭素繊維を接着すること
によりひびわれの進行を抑制

転換
【予防保全の効果（イメージ）】

0 10 20 30 40 50 60 80 100

経過年

予防保全型管理

事後保全型管理

架替え

ライフサイクルコストの縮減

架替え

長寿命化

コ
ス

ト

計画的な予防保全の実施



長寿命化修繕計画の目的

長寿命化修繕計画の策定

【目的】

・定期点検による橋梁の状態の把握

・予防的な修繕および計画的な架替え

・橋梁の長寿命化と橋梁の修繕・架替えに係る費用の縮減

・道路ネットワークの安全性・信頼性を確保
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近畿管内府県別橋梁点検の実施状況（１５ｍ以上）

Ｈ２２．４月時点

点
検
実
施
橋
梁
数

地方公共団体

注）（）は管理橋梁数

※一般有料道路及び阪神高速道路は含まない。
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近畿管内府県別橋梁長寿命化修繕計画の策定状況（１５ｍ以上）

地方公共団体

Ｈ２２．４月時点

修
繕
計
画
策
定
橋
数

注）（）は管理橋梁数

※一般有料道路及び阪神高速道路は含まない。



技術支援



自治体への技術支援【講習会、見学会等】（近畿地方整備局）

１．平成21年

 

7月17日

 

「京都府市町村道路・街路担当課長会議」において『橋梁の予防保全について』説明
２．平成21年

 

7月23日

 

「大阪府市町村道路・街路担当課長会議」において『橋梁の予防保全について』説明
３．平成21年

 

9月

 

9日

 

「大阪府市町村橋梁長寿命化事業に関する説明会」において『橋梁の予防保全につい
て』説明

４．平成21年11月

 

6日

 

「近畿ブロック橋梁担当者会議」(※)にオブザーバー出席し、技術支援の取り組み等
について紹介

※近畿地区府県政令市が構成員で、橋梁の維持補修等について意見交換・情報共有を行
う会議。
毎年１回、構成員で事務局持ち回り開催。

５．平成21年12月22日

 

「京都府市町村橋梁長寿命化修繕計画推進協議会」にアドバイザーとして道路保全企
画官が出席。

６．平成22年2月8日

 

府県及び市町村の橋梁保全に携わる職員を対象に「道路橋保全技術講習会」をブロッ
～18日

 

ク別（福井県、京都府、奈良県、和歌山県）に実施。

平成21年7月23日
「大阪府市町村道路・街路担当課長会議」

平成21年6月9日
「大阪府市町村橋梁長寿命化事業に関する説明会」



道路橋の重大損傷に関する技術支援（重篤損傷調査）

■各地方公共団体が管理する橋梁について、構造に重大な影響を与える損傷、通行規制

等を伴う重篤な損傷を発見した場合には、土木研究所構造物メンテナンスセンター（ＣＡＥＳＡＲ）と

連携して技術支援するブロック拠点を地方整備局へ設置。

■地方公共団体からの要請を受けて整備局が原因究明を実施して、全国の道路管理者へ

情報提供

市 町 村 都道府県・政令市

地方整備局

 

（

 

道路保全企画官

 

）

土木研究所

 

構造物メンテナンスセンター（ＣＡＥＳＡＲ）

連携

技術支援

通行規制等を伴う重大な損傷が発生した場合

連携

国土交通省

道路局

技
術
者
の
派
遣

原因究明、補修工法の提案
橋梁点検車の貸付等



地方公共団体への技術的支援について（重篤損傷調査）



ホームページ開設
 

「予防保全の推進」
（URL：http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html）
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